
（九州地方環境事務所（熊本）） 

 

「資源循環推進専門員」を募集します 

 

環境省の地方環境事務所では、循環経済に関する関係閣僚会議（令和６年 12 月）において、循環経済

（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージが決定されたことや地方創生 2.0 基本構想（令和

７年６月閣議決定）において、「資源循環自治体フォーラム」の創設による地方公共団体・企業・スター

トアップ等のマッチングや、これと連携した人材育成、技術実証・設備投資支援等を通じた地方のビジ

ネス創出が求められていること等を踏まえ、全国各ブロックでの資源循環フォーラムの開催や自治体・

事業者とのマッチング等を実施しています。 
この度、九州地方環境事務所では、資源循環の先進的な取組を発掘し、資源循環フォーラムの開催等

を通じて資源循環の取り組みの横展開を図り、資源循環の取り組みの取り組み拡大に努める業務を補助

する専門的知見を有する期間業務職員（資源循環専門員）の募集を行います。 
 

１ 募集職種 

資源循環専門員 

（非常勤の国家公務員（専門的知見を有する期間業務職員）） 

 

２ 勤務先及び募集人数 

九州地方環境事務所資源循環課  １ 名 

 

３ 募集期間 

 令和８年２月９日（月）（必着） 

 

４ 職務内容 

  九州地方環境事務所資源循環課が行う業務のうち、以下の業務の補佐。 
・資源循環自治体フォーラムの開催に関する業務 
・資源循環に関する自治体、企業、スタートアップ等の伴走支援を通じた新規ビジネスの創出に関 
する業務 

・資源循環に関する普及啓発、人材育成に関する業務 
・再資源化事業等高度化法等の資源循環ビジネスの創出に関係する法制度に係る申請相談や現地確 

認等、各地方環境事務所担当職員の支援・補佐に係る業務  
・書類及び関係データ整理 
・電話・来客応対 
・環境省など関係部署との電話・メールによる連絡調整 
・その他上記に関連する業務 
 



※職務上必要な場合に限り、指定する公用車を運転することができる。 

公用車の運転に際しては、「九州地方環境事務所自動車運行管理規程」に則して行うこと。 

 

５ 勤務地 

九州地方環境事務所 

  （熊本県熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地方合同庁舎４階） 

    

６ 必要な経験等 

  ・新規ビジネスの創出等又は資源循環ビジネス に関する専門的知見・業務経験。 

・民間企業等において製品の再資源化又は研究開発等の業務に従事した経験を有する者が望ましい。 

・廃棄物処理法を含む循環型社会を形成するための各種法律に関する基礎的な知見を有する者が望 

ましい。 

  ・パソコン（文書作成（ワード）、表計算（エクセル）、メール作成等）の操作に長けていること。 

  ・普通自動車免許（ＡＴ可）を有し、実際に運転技能を有すること。 

 

 なお、以下に該当する方は応募できません。 

 

＊日本の国籍を有しない者  

＊国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となることができない者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他

その執行を受けることがなくなるまでの者 

・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

 ＊平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

の以外） 

 

７ 雇用条件等 

（１）雇用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※前年度勤務実績が優良の場合、１年の任期が連続２回まで更新できる場合があります。 

（２）勤務日数 

週４日勤務（原則として月～金曜日のいずれか指定する曜日（応相談）、土曜、日曜、祝祭日、及 

び年末年始は休日） 

業務の都合により休日に勤務を命じられたときは、振替又は代休措置となります。 

（３）勤務時間 

   ８時３０分～１７時１５分 

   （休憩時間 １２時００分～１３時００分） 



必要に応じて超過勤務を命じることがあります。 

（４）給与・手当等 

給与は日給（日給×日数を翌月支給）となります。 

給与は、別に定める給与の取扱によります（日額１１，５３０円～１４，３５０円）。 

通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、期末勤勉手当のほか、出張旅費を支給しま 

す（該当する場合）。 

※勤務地への赴任に要する旅費は支給しません。 

（５）その他 

   国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員としての採用・任用となります。労働契約と 
は異なります。 

 

８ 加入保険等 

  雇用保険、健康保険、厚生年金に加入（一部自己負担） 

 

９ 身分・服務 

国家公務員法の適用を受けます。 

 

10 応募方法 

   

 ・次の書類を郵送、持参又は E-mail にてご提出ください。  

（１）履歴書（顔写真あり、様式任意）に必要事項を記入したもの：１部  

応募した動機等を簡潔に記入してください。  

E-mail アドレスは必ず記載してください。 

（２）職務経歴書：１部 

  職務内容について時系列に、特に資源循環業務に関わる部分は詳細に記載してください。 

 

○郵送、持参の場合  

封書に「資源循環推進専門員応募」と記載してください。  

なお、ご提出いただいた履歴書等は返却いたしません。 

○E-mail の場合  

件名に「資源循環推進専門員応募」と記載し、応募書類（PDF 化したもの）を添付してご提出くだ

さい。  

 

提出先：〒860-0047 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 

 熊本地方合同庁舎Ｂ棟４階 環境省九州地方環境事務所総務課 宛 

電 話：096-322-2400 

メール：kyusyu_saiyo@env.go.jp 

 

 



11 選考方法 

  ○一次審査（書類審査） 

   ・提出された履歴書等により書類審査を実施します。 

     ・審査結果は本人宛に郵送します。 

     ・一次審査合格者には、二次審査の日程詳細を連絡します。 

  ○二次審査（面接）（予定）   

・面接予定日：令和８年２月下旬を予定 

・面接場所：九州地方環境事務所 会議室 

熊本県熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地方合同庁舎４階 

   ・審査結果については、本人宛にメールで連絡いたします。 

 

 ※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられません。ご了承ください。 

 

12 書類送付先及び問合せ先 

   九州地方環境事務所総務課 

   〒860-0047 熊本市西区春日 2丁目 10番 1号 

熊本地方合同庁舎Ｂ棟４階 

           担当： 松崎 

           TEL 096-322-2400 

 


